
寒 川 町 告 示 第 ４ ２ 号

寒 川 町 自 転 車 等 の 放 置 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ５ 年 寒 川 町 条 例 第 ２ ６ 号 ） 第 １ ４

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 移 動 し た 自 転 車 等 の 措 置 に つ い て 次 の と お り 告 示 し ま す 。

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日

寒 川 町 長 木 村 俊 雄

１ 移 動 理 由

寒 川 町 自 転 車 等 の 放 置 防 止 に 関 す る 条 例 第 １ １ 条 第 ２ 項 又 は 第 １ ２ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 自 転 車 等 を 移 動 し 、 保 管 し て い ま す 。

２ 移 動 年 月 日

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ３ 日 か ら 同 月 ３ ０ 日 ま で

３ 保 管 場 所 の 名 称 及 び 位 置

寒 川 町 放 置 自 転 車 等 保 管 場 所

寒 川 町 宮 山 ３ ３ 番 地 ２

４ 保 管 期 間

告 示 の 日 か ら 起 算 し て ２ 箇 月 間

５ 引 取 り 方 法

(1) 移 動 し た 自 転 車 等 は 、 町 民 部 協 働 文 化 推 進 課 で 手 続 き を し た 後 、 保 管 場 所 で 引

き 取 る こ と が で き ま す 。

(2) 引 取 り が で き る 日 時

月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号

） に 規 定 す る 休 日 、 １ 月 ２ 日 及 び 同 月 ３ 日 並 び に １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 同 月 ３ １ 日 ま

で を 除 く 。 ） の 午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ３ 時 ３ ０ 分 ま で

(3) 自 転 車 等 の 鍵 そ の 他 利 用 者 等 で あ る こ と を 明 ら か に す る も の を 提 示 し て く だ さ

い 。

(4) 印 鑑 を 持 参 し て く だ さ い 。

(5) 引 取 り 料 金

自 転 車 １ 台 に つ き ２ ， ０ ０ ０ 円

原 動 機 付 自 転 車 １ 台 に つ き ４ ， ０ ０ ０ 円

６ 保 管 期 間 経 過 後 の 自 転 車 等 の 措 置

移 動 し た 自 転 車 等 は 、 保 管 期 間 が 経 過 し 、 引 取 り の な い 場 合 は 、 処 分 し ま す 。

７ 問 合 せ 先

寒 川 町 町 民 部 協 働 文 化 推 進 課

電 話 （ ７ ４ ） １ １ １ １ 内 線 ２ ２ ５


